
 

 

 

2022年 6月 20日 

各  位 

  株式会社 福井銀行 

 

「がん保障特約付団体信用生命保険」および「夫婦連生団体信用生命保険」の取扱開始について 

 

  株式会社福井銀行（頭取 林 正博）は、2022 年 7 月 1 日（金）より住宅ローンをご利用のお

客さま向けに、全国地方銀行協会が提供する「がん保障特約付団体信用生命保険（以下、がん団

信）」および「夫婦連生団体信用生命保険（以下、夫婦連生団信）」の取扱いを開始しますのでお

知らせいたします。 

 「がん団信」とは、死亡、高度障害、リビング・ニーズに対する保障に加えて、がんに対する

保障を追加したものです。また、「夫婦連生団信」とは、ご夫婦のどちらかが保険金支払事由に該

当された場合に、住宅ローン残高の全額を保険金としてお支払いする保障制度です。今回の団信

商品の拡充により、お客さまにはより安心して住宅ローンをご利用いただけます。 

 福井銀行は、今後もお客さまの様々なニーズにお応えし、より良いサービス・商品の提供に努

めてまいります。 

 

記 

１．商品概要  

【がん団信】 

商品名 がん保障特約付団体信用生命保険 

ご加入時年齢 お借入れ時の年齢が満 18 歳以上、満 50 歳以下の方 

最終ご返済時年齢 最終ご返済予定時の年齢が満 80 歳未満の方 

上乗せ金利 お借入金利 年 0.1％上乗せ 

保障内容 

保険期間中に、下記保険金支払事由に該当された場合に保険金が支払

われます 

・死亡されたとき（死亡保険金） 

・所定の高度障害に該当されたとき（高度障害保険金） 

・余命 6か月以内と判断されたとき（リビング・ニーズ特約保険金） 

・保障開始日から 91 日以降に悪性新生物（がん）と診断されたとき

（がん保険金） 

 

 



 

【夫婦連生団信】 

ご加入可能対象者 連帯債務であるご夫婦 

対象となる団信 「住宅ローン団体信用生命保険」「がん保障特約付団体信用生命保険」 

上乗せ金利 お借入金利 年 0.2％上乗せ 

保障内容 
ご夫婦のどちらかが各保険の保険金お支払事由に該当されたとき、保険

金（融資残高）が支払われます。 

 

２．取扱開始日  

  2022年 7月 1日（金） 

３．該当するＳＤＧｓの目標  

 

 

以  上 

 

 

 

 


